
大阪市地域活動支援センター（活動支援型）指導監査実施要領 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、本市が事業委託する地域活動支援センター（活動支援型）（以下、「セ

ンター」という。）の適正な事業運営及び施設運営を図るため、社会福祉法（昭和２６年３

月２９日法律第４５号）第７０条、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年１１月７日法律第１２３号）第８１条第１項並びに大阪市地域活動

支援センター事業（活動支援Ａ型）実施要綱第２５条及び大阪市地域活動支援センター事

業（活動支援Ｂ型）実施要綱第２２条に基づき、指導監査の方法等を定めるものとする。 

 

（体 制） 

第２条 指導監査は、福祉局障がい者施策部が実施する。 

 

（対象及び実施方法） 

第３条 指導監査は、大阪市地域活動支援センター事業（活動支援Ａ型）又は大阪市地域活

動支援センター事業（活動支援Ｂ型）の委託契約を現に受けている若しくは受けたことの

ある「センター」に対して実施する。 

２ 指導監査は、次の方法により実施する。 

（１）指導監査の実施場所は、当該「センター」とする。 

ただし、必要があるときは、それ以外の場所により行うことができる。 

（２）指導監査対象となる「センター」を決定したときは、実施日時、場所、監査内容、監

査担当者、出席者及び準備すべき書類等を、あらかじめ当該「センター」に文書により

通知する。 

   ただし、緊急の場合その他福祉局長が必要と認める場合は、当日通知により、指導監

査を行うことができるものとする。 

（３）事前に福祉局長が提出を求める書類等がある場合は、通知の際に提出を求める。 

（４）指導監査に当たっては、当該「センター」の施設長の出席を求めるほか、必要に応じ

て専任職員等関係者の出席を求める。 

（５）指導監査において必要と認められる場合には、当該「センター」の利用者及び利用者

の保護者等「センター」の関係者に対する実地調査を行う。 

（６）指導監査は、「センター」ごとに２名以上の職員で行う。 

 

（指導監査後の措置） 

第４条 指導監査の結果については、後日通知を行う。 

２ 第１項に定める通知により改善を指示した「センター」に対しては、所定の日までに福

祉局長が定める所定の様式の提出を求める。 

３ 指導監査の結果、「センター」の運営内容や委託契約の締結に関し、不正又は不当な事実

を確認したときは、大阪市地域活動支援センター事業（活動支援Ａ型）実施要綱又は大阪

市地域活動支援センター事業（活動支援Ｂ型）実施要綱並びに契約書、委託仕様書に基づ

き契約の解除、委託料の返還等必要な命令を行う。 

 

（その他） 

第５条 様式その他、指導監査に関し必要な事項は、福祉局長が定める。 

 



 

附則 

（施行期日） 

この要領は、平成２０年１１月１日から施行する。 

 

附則 

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附則 

 この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 


